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この度、兵庫県警察の引取犬猫のセンターでの殺処分が、基本的に社会に公示さ

れないまま殺処分がされている事実が多数あり、この告発を検討していましたとこ

ろ、本件事件が発生しました。

警察は、動物を保誠する責務、動物犯罪の取締り （動物愛護法44条)、動物を行政

として生かす義務（動物愛謹法1条、 2条、 3条、 35条4項）に反して、警察による動

物の生きる機会を奪い殺処分をする行為がされており、 これにつきTHEペット法

塾は、動物に関する法律が、現場の行政、警察で遵守されることを求めて活動をし

ております。

THEペット法塾は、本来、響察がされるべき所有者探しと犯罪捜査（目繋者情

報など）を得るための作業をした上で、その処分としての譲渡先を確保、引取を検

討をすることが法の趣旨にかなうと考えますので、その時間は警察の方に所有者の

届出ないし犯罪情報の入手にご協力をお願いしたいと思います。

2020年5月15日過ぎにおいて、犯罪者ないし所有者の情報が得られなかったときは、

譲渡先確保（併行予定）引取をいたしますので、その点お含みおきをお願いいたし

ます。

なお、本件は兵庫県警察の動物殺処分行政について、警察庁が、その基本方針を

示しておられると理解しましたので、 これは単に兵庫県だけの問題とは言えず、警

察庁の動物愛護法の遵守がされていないと考えられ、この点についても注意喚起と

瞥告をいたします。

人倫の基本として、動物の命を基として馨察、行政がされることが基本でず~。

よろしくご協力、ご支援をお願い申し上げます。
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